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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】操作しやすく、光ファイバー電気システムなど
の内視鏡の影響を受けやすい部品を保護するのに安全な
内視鏡の回転コネクタを提供する。
【解決手段】コンソール１１６に内視鏡を接続するため
のコンソール１１６内に形成された回転コネクタ３００
であって、コンソール１１６に回転コネクタ３００を取
り付けるためのコンソール１１６に配置された固定部３
０４と、１つの固定部３０４に取り付けられた回転部で
あって、固定部３０４に対して回転可能であり、コネク
タ３００を受け容れるように構成された回転部と、を含
み、回転コネクタ３００は、コンソール１１６に内視鏡
を接続する近位シャフト１１４のねじれを除去しつつ内
視鏡の回転を可能にする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡をコンソールに接続するための内視鏡コンソール内に形成された回転コネクタで
あって、
　前記コンソールに前記回転コネクタを取り付けるための前記内視鏡コンソールに配置さ
れた少なくとも１つの固定部と、
　前記少なくとも１つの固定部に取り付けられるように構成された回転部であって、前記
少なくとも１つの固定部に対して回転可能であり、内視鏡コネクタを受け容れるように構
成された回転部と、
を含み、
　前記回転コネクタは、前記内視鏡に接続された近位シャフトのねじれを実質的に除去ま
たは減らしつつ前記内視鏡の回転を可能にする回転コネクタ。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの固定部は、前記回転部を少なくとも部分的に覆うための筐体を含
む、請求項１に記載の回転コネクタ。
【請求項３】
　前記回転部は、前記内視鏡コネクタから突出した少なくとも１つのピンを受け容れるよ
うに構成された円筒状の開口部を含む、請求項１に記載の回転コネクタ。
【請求項４】
　前記回転部は、前記内視鏡コネクタにガス、流体または液体を通すためのチューブを受
け容れるように構成された円筒状の開口部を含む。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの固定部は、凹部を含み、前記少なくとも１つの回転部は、前記凹
部内の前記移動部の移動が前記少なくとも１つの回転部の前記回転を制限するように突出
部を含む、請求項１に記載の回転コネクタ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの回転部の回転は約９０度に制限される、請求項５に記載の回転コ
ネクタ。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの固定部は円盤を含む、請求項１に記載の回転コネクタ。
【請求項８】
　前記円盤は、流れ上のガス、流体または液体を含むための凹部、および前記円盤と少な
くとも１つの回転部との間の隙間を密閉するためのガスケットを含む、請求項７にきさい
の回転コネクタ。
【請求項９】
　内視鏡を内視鏡コンソールに接続するためのコネクタであって、
　前記内視鏡の近位シャフトに接続され、前記内視鏡コンソールに配置された回転コネク
タに挿入されるように構成されたコネクタを含み、
　前記コネクタおよび前記回転コネクタは、前記コンソールに前記内視鏡を接続する前記
近位シャフトのねじれを除去しつつ前記内視鏡の回転を可能にするように構成されている
コネクタ。
【請求項１０】
　前記回転コネクタの凹部に挿入されるように構成された突出部をさらに含む、請求項９
に記載のコネクタ。
【請求項１１】
　前記回転コネクタ内に含まれるチューブを介して前記コンソールから供給されたガス、
流体または液体の流れを受け容れるためのカニューレをさらに含む、請求項９に記載のコ
ネクタ。
【請求項１２】
　内視鏡コンソールであって、
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　内視鏡コンソールを受け容れるために構成された回転コネクタを含み、
　前記回転コネクタは、
　　前記コンソールに前記回転コネクタを取り付けるために前記内視鏡コンソールに配置
された少なくとも１つの固定部と、
　　前記少なくとも１つの固定部に取り付けられるように構成された回転部であって、前
記少なくとも１つの固定部に対して相対的に回転可能であり、内視鏡コネクタを受け容れ
るように構成された回転部と、
を含み、
　前記回転コネクタは、前記内視鏡に接続された近位シャフトのねじれを実質的に除去ま
たは減らしつつ前記内視鏡の回転を可能にする、
内視鏡コンソール。
【請求項１３】
　内視鏡および内視鏡コンソールを接続するように設計されたコネクタであって、
　前記内視鏡コンソールに接続されるように構成された少なくとも１つの第１の部品と、
　前記内視鏡に接続されるように構成された少なくとも１つの第２の部品と、
を含み、
　前記少なくとも１つの第１の部品は、前記少なくとも１つの第２の部品に対して回転可
能である、
コネクタ。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの第１の部品は、互いに回転しない少なくとも２つの部品を含む、
請求項１３に記載のコネクタ。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの第２の部品は、互いに回転しない少なくとも２つの部品を含む、
請求項１３に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施形態は、内視鏡用の回転可能なコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、医師による患者の内部構造の視認を可能にしつつ患者外傷を最小限に抑えて
手術を行う手段として、医学界において広く用いられている。近年、特定の用途（例えば
、膀胱鏡検査、大腸内視鏡検査、腹腔鏡検査、上部消化管内視鏡検査）に合わせて、多く
の内視鏡が開発および分類されている。内視鏡は、人体に本来存在する開口部に挿入する
こともできるし、あるいは皮膚切開に挿入することもできる。
【０００３】
　内視鏡は、通常は細長形状の中空軸であり、硬質または可撓性であり、１つ以上のビデ
オカメラ、光ファイバーレンズアセンブリ、または他の捕捉装置が遠位端または先端部の
横方向表面積の近位または近隣に配置される。様々な手術器具が、ワーキングチャンネル
を介して挿入され、異なる外科手術を行うために内視鏡の遠位端の近くで使用され得る。
また、内視鏡の遠位端またはその周囲は、空気、水または別のガス、流体または液体が身
体の開口部を洗浄したり、検査を妨げる様々な液体または固体を排除するために吸引を印
加したり、大腸などの身体の体腔が縮んでいるか、そうでなければ有効な検査ができない
場合に有効であり得る身体の体腔を膨張させたり等の目的で、内視鏡または身体の開口部
を通る１つ以上の開口を含んでもよい。
【０００４】
　シャフトは、ハンドルに接続され、内視鏡の操作または直接目視のための接眼レンズを
制御することを含んでもよい。また、目視は、外部の画面を介しても行うこともできる。
【０００５】
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　内視鏡は、水、空気、または他のガス、流体または液体、または吸引を提供する１つ以
上のコンソールに内視鏡のハンドルを接続することによって物を受け取ってもよい。また
、電線、光ファイバー、ビデオケーブルなどの信号やエネルギーを内視鏡にまたはそこか
ら転送するケーブルを内視鏡のシャフトを介して通す。また、１供給流体または液体また
は異なるものと同じであってもよい、１つ以上のコンソールから信号を受け取ってもよい
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　操作者にとって、より操作しやすくし、光ファイバー電気システムなどの、操作者と同
様に内視鏡の影響を受けやすい部品を保護するのにより安全な構造を可能にする、大腸内
視鏡検査などの内視鏡の技術の必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の一実施形態は、コンソールに内視鏡を接続するための内視鏡コンソール内に形
成された回転コネクタに関し、コンソールに回転コネクタを取り付けるための内視鏡のコ
ンソールに配置された１つ以上の固定部と、１つ以上の固定部に取り付けられた回転部で
あって、固定部に対して回転可能であり、内視鏡コネクタを受け容れるように構成された
回転部と、を含み、回転コネクタは、内視鏡に接続された近位シャフトのねじれを実質的
に除去または減らしつつ内視鏡の回転を可能にする。回転コネクタのいくつかの実施形態
において、固定部は、回転部の少なくとも部分的に覆うための筐体を含んでもよい。回転
コネクタのいくつかの実施形態において、回転部は、内視鏡コネクタから突出する１つ以
上のピンを受け容れるように構成された円筒状の開口部を含んでもよい。回転コネクタの
いくつかの実施形態において、固定部は、凹部を含んでよく、回転部は、凹部内の移動部
の移動が回転部の回転を制限するように突出部を含んでもよい。回転コネクタのいくつか
の実施形態において、回転部のいずれかの回転は、約９０度に制限されてもよい。回転コ
ネクタのいくつかの実施形態において、固定部は、円盤を含んでもよい。回転コネクタの
いくつかの実施形態において、円盤は、ガス、流れ上の流体または液体を含むための凹部
、および円盤と少なくとも一つの回転部との間の隙間を密閉するためのガスケットを含ん
でもよい。
【０００８】
　本開示の別の態様は、内視鏡内視鏡をコンソールに接続するためのコネクタに関し、内
視鏡の近位シャフトに接続され、内視鏡のコンソール配置された回転コネクタに挿入され
るように構成されたコネクタを含み、コネクタおよび回転コネクタは、内視鏡をコンソー
ルに接続する近位シャフトのねじれを除去しつつ内視鏡の回転を可能にするように構成さ
れる。いくつかの実施形態において、コネクタは、回転コネクタの凹部に挿入されるよう
に構成された突出部をさらに含んでもよい。いくつかの実施形態において、コネクタは、
回転コネクタ内に含まれたチューブを介してコンソールから供給されたガス、流体または
液体の流れを受け容れるためのカニューレをさらに含んでもよい。
【０００９】
　本開示のさらに別の態様は、内視鏡のコネクタを受け容れるように構成された回転コネ
クタを含む内視鏡のコンソールに関し、該回転コネクタは、コンソールに回転コネクタを
取り付けるために内視鏡のコンソールに配置された１つ以上の固定部と、固定部の１つ以
上に取り付けられるように構成された回転部であって、固定部に対して回転可能であり、
内視鏡のコネクタを受け容れるように構成された回転部と、を含み、回転コネクタは、内
視鏡に接続された近位シャフトのねじれを実質的に除去または減らしつつ内視鏡の回転を
可能にする。
【００１０】
　本開示のさらに別の態様は、内視鏡および内視鏡コンソールを接続するように設計され
たコネクタに関し、内視鏡コンソールに接続されるように構成された１つ以上の第１の部
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品と、内視鏡に接続されるように構成された１つ以上の第２の部品と、を含み、第１の部
品の１つは、第２の部品の１つ以上に対して回転可能である。コネクタのいくつかの実施
形態において、第１の部品の１つは、互いに回転しなくてよい２つ以上の部品を含んでも
よい。コネクタのいくつかの実施形態において、第２の部品の１つ以上は、相互に回転し
なくてよい２つ以上の部品を含んでもよい。
【００１１】
　参照符号が付与された図面において、例示的実施形態が図示される。図面中、構成要素
の寸法および特徴は、表示を簡便かつ明確にするように選択されたものであり、必ずしも
縮尺通りではない。図面を以下に示す。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】内視鏡検査システムの半模式図である。
【図２】ねじれた近位シャフトを有する内視鏡検査の半透視図である。
【図３】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、回転コネクタを介してコンソー
ルへ接続された内視鏡の近位シャフトの斜視図である。
【図４Ａ】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、様々な角度で回転され、回転
コネクタを介してコンソールへ接続された内視鏡の近位シャフトの斜視図である。
【図４Ｂ】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、様々な角度で回転され、回転
コネクタを介してコンソールへ接続された内視鏡の近位シャフトの斜視図である。
【図４Ｃ】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、様々な角度で回転され、回転
コネクタを介してコンソールへ接続された内視鏡の近位シャフトの斜視図である。
【図５】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従った、内視鏡のコンソールの回転コネ
クタの断面斜視図である。
【図６】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、内視鏡のコンソールの回転コネ
クタに接続された内視鏡のコネクタの断面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本開示のいくつかの実施形態の態様は、回転コネクタに関し、内視鏡コンソールに接続
され、内視鏡コンソールを受け容れるように構成され、内視鏡に適用された回転は、内視
鏡近位シャフトケーブルのねじれを阻止してよい。
【００１４】
　開示された主題によって対処された一技術的問題は、操作時の内視鏡のハンドルに適用
された回転およびねじれに関する。
【００１５】
　操作者が内視鏡を操作する場合、彼または彼女は、内視鏡が挿入される身体の体腔内に
ナビゲートする場合に内視鏡のハンドルを回したり曲げたりしてもよい。繰り返される曲
げおよび操作は、内視鏡近位シャフトのかなりの曲げに蓄積され、最終的に、近位シャフ
トを介して通るコンソール、またはチューブ、コードまたはファイバーのいずれかに内視
鏡のハンドルを接続する近位シャフトを破損し得る。そのような曲げは、近位シャフトの
使用可能な長さ短くし、操作者が装置を使用し得る柔軟性を減少および低減させ、従って
、その効率を害する。しかしながら、回転を開放することに加え、内視鏡へガス、流体、
液体、または吸引の連続的な供給、または回転またはその解放によって供給を中断される
ことなく内視鏡へまたはそこから信号またはエネルギーを転送することが必要になる。
【００１６】
　技術的な一解決法は、一方を内視鏡コンソールに、他方を内視鏡近位シャフトへ接続す
る回転コネクタのプロビジョニングである。回転コネクタは、内視鏡へガス、流体、液体
または吸引の連続的なプロビジョニングを確保しつつねじれを回避するために提供される
。回転コネクタを使用して、内視鏡のハンドルに適用されたねじれおよび旋回は、本質的
に、形成、解放および／または蓄積されず、内視鏡近位シャフトは、ねじれたり絡んだり
することなない。
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【００１７】
　開示された主題の一技術的効果は、内視鏡の近位シャフトのねじれの除去であり、従っ
て、近位シャフトまたは近位シャフトを介して通るファイバー、コードまたはチューブへ
の損傷を回避する。回転コネクタのさらなる利点は、近位シャフトの短縮の除去であり、
従って、軽減を改善し、ユーザに対する快適さ、およびより良い機能性を提供する。
さらに、回転コネクタは、内視鏡へガス、流体、液体の連続的な供給を提供する。
【００１８】
　本開示の主題の別の技術的効果は、回転コネクタが内視鏡コンソールに取り付けられる
ことであり、より少ない部品が、例えば、ねじれを解放するために使用されたコネクタが
内視鏡のハンドルに配置されたシステムと比べて、回転している。特に、摩耗や裂け目を
減らし、より良い状態を維持し、内視鏡システムの保全性を向上させるコードまたはファ
イバーのねじれはない。
【００１９】
　本開示の主題のさらに別の技術的な効果は、内視鏡のハンドルまたは操作者によって保
持される別の部分よりもむしろ内視鏡コンソール上の解放機構のプロビジョニングが操作
者によるさらなる負荷を運ぶ必要性を取り除き、操作を容易にすることである。
【００２０】
　図１を参照すると、内視鏡検査システム１００の半模式図を示す。システム１００は、
内視鏡１０２を含んでもよい。内視鏡１０２は、ハンドル１０４を含んでもよく、ここか
ら長細いシャフト１０６が出る。長細いシャフト１０６は、屈曲部１１０によって回転可
能であってよい先端部１０８で終端している。
【００２１】
　船体部１０８は、カメラ、１つ以上の内部または外部照明器、すなわち、光を生成する
照明器、または他の場所で生成された光を反射する照明器、手術道具、流体または液体の
注入器などの１つ以上の捕捉装置を含んでもよい。
【００２２】
　ハンドル１０４は、押したり、引いたり、回転させたり、または他の動作によって身体
の体腔内で長細いシャフト１０６を操作するために使用されてもよく、ハンドルは、１つ
以上のノブおよび／または流体または液体の注入、または吸引などの内視鏡的な機能と同
様に屈曲部１１０を制御するスイッチ１０５を含んでもよい。ハンドル１０４は、手術道
具が挿入され、身体の体腔内で内視鏡の先端部１０８の近くで使用されてもよいワーキン
グチャンネル開口部１１２などの１つ以上のワーキングチャンネルの開口部をさらに含ん
でもよい。
【００２３】
　近位シャフト１１４などの１つ以上のケーブルまたはチューブは、ハンドル１４とコン
ソール１１６などの１つ以上のコンソールとの間を接続してもよい。近位シャフト１１４
は、１つ以上の液体チャンネル、１つ以上の電気的またはデータチャンネル、光ファイバ
ーなどをそこに含んでもよい。電気的チャンネル（複数可）は、電源をキャプチャ装置ま
たは照明器に供給するための１つ以上の電源ケーブルと同様に、ビデオ信号などの視覚信
号を先端部１０８に配置されたキャプチャ装置から受信するために少なくとも１つのデー
タケーブルを含んでもよい。近位シャフト１１４は、コネクタ１１８を使用してコンソー
ル１１６に接続してもよい。
【００２４】
　コンソール１１６は、先端部分のキャプチャ装置および照明器などの内視鏡１０２の先
端部１０８への動力転送を調整する。コンソール１１６は、内視鏡１０２の機能に付随し
て提供する１つ以上のガス、流体、液体および／または吸引ポンプをさらに提供してもよ
い。キーボード１２０などの１つ以上の入力装置は、コントローラーとの人的交流の目的
で近ドール１１６に接続されてもよい。別の構成部品（不図示）において、キーボードな
どの入力装置は、同じ枠でコンソールと交流してもよい。
【００２５】
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　ディスプレイ１２０は、コンソール１１６に接続および組み込まれ、先端部１０８のカ
メラから受信した画像および／またはビデオストリームを表示するように構成されてよい
。ディスプレイ１２０は、人間の操作者がシステム１００の様々な特徴またはパラメータ
を設定することを可能にするためにユーザインターフェースを表示するように動作しても
よい。
【００２６】
　必要に応じて、内視鏡１０２の１つ以上のカメラから受信したイメージストリームは、
ディスプレイ１２０に表示されてもよい。内視鏡１０２が複数のカメラを含む場合、画像
は、相互に（すなわち、操作者が手動で異なるカメラからの映像を切り換え得る）、並ん
で、または他の方法でディスプレイ１２０に表示されてもよい。代わりに、ビデオストリ
ームは、カメラの視界の間の重なりや、例えば、基準から得られる既知の座標に基づいて
、パノラマや３次元であってよい単一のビデオフレームへそれらを組み合わせるためにコ
ンソール１１６によって処理されてもよい。別の構成部品（不図示）において、２つ以上
のディスプレイは、複数カメラの内視鏡の異なるカメラからのビデオストリームをそれぞ
れ表示するために、ンソール１１６に接続される。
【００２７】
　ハンドル１０４が２つ以上のコンソールに接続され、内視鏡の１つ以上の異なる機能を
それぞれ提供することが理解されるであろう。例えば、第１コンソールは、別のコンソー
ルが電源を供給し、ビデオ画像を受信しながら、流体、液体および吸引を提供し得る。
【００２８】
　図２を参照すると、図１の内視鏡を示しており、近位シャフトが強くねじられている。
【００２９】
　図２の内視鏡は、内視鏡のハンドル１０４を曲げたり、回したり、ねじったりし、近位
シャフトをねじったり絡ませたりする、操作者によってある程度の期間使用され得る。
【００３０】
　例示目的のみのため、絡み効果は、コードが絡む場合の基地局に接続された電話の受話
器に起こり得るものと同じであってよい。しかしながら、例えば、内視鏡近位シャフトは
、堅いチューブにより、遙かにねじれに対する耐性が低い。ねじれの後、内視鏡は、使用
しにくくなり、操作者は、柔軟性や自由度が低いので操作しにくくなる。
【００３１】
　図３を参照すると、回転コネクタを介してコンソールへ接続された内視鏡の近位シャフ
トの斜視図を示す。
【００３２】
　図３は、コネクタ３００に接続された、近位シャフト１１４を示す。コネクタ３００は
、そこから突出した短管またはカニューレ３０８およびピン３１２を有する。コネクタ３
００は、外部筐体３０４を有する内視鏡コンソール（不図示）の回転コネクタに接続され
てよい。以下の図５および図６に関連して詳述される例示的な実施形態の回転コネクタは
、１つ以上の回転部および１つ以上の固定部を有する。筐体３０４を有する固定部は、コ
ンソール１１６に取り付けられ、回転しない。従って、近位シャフト１１４が回転した場
合、コネクタ３００および内視鏡コンソールの回転コネクタの回転部は、それと回転する
が、回転は、内視鏡コンソールの回転コネクタの回転部と固定部との間で使用可能な関連
した動きによって解放され、従って、近位シャフト１１４のねじれが抑えられる。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、回転コネクタの回転部と固定部との間の関連した動きは
、内視鏡の操作上の要件に従った、所定の角度に制限されてよいことが、理解されるであ
ろう。この角度制限は、以下の図５および図６を参照しても詳述される。
【００３４】
　図４Ａ～４Ｃを参照すると、内視鏡コンソール（筐体３０４で示される）の回転コネク
タに接続するようなコネクタ３００を示す。図４Ａ～４Ｃを参照すると、コネクタ３００
は、操作者が内視鏡のハンドルを操作することによって生じる、近位シャフト１１４の回
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転により回転してよい。コネクタ３００は、図４Ａと図４Ｂとの間、および図４Ｂと図４
Ｃとの間で９０度別々であってよい。コネクタ３００は、従って、回転し、内視鏡コンソ
ールの回転コネクタの回転部を行う。しかしながら、筐体３０４などの回転コンソールコ
ネクタの固定部は、回転しない。従って、近位シャフトは、回転されるが、ねじられるこ
とはなく、内視鏡への供給品の連続的なプロビジョニングが中断されない。
【００３５】
　図５を参照すると、内視鏡コンソールの回転コネクタの断面斜視図の例示的な実施形態
をしめす。
【００３６】
　一般に５００を参照したコネクタは、内視鏡の近位シャフトに接続するコネクタ３００
を受け容れるように構成された回転部５０８を含む。従って、回転部５０８は、コネクタ
３００のピン３１２を受け容れるように構成された円筒状開口部５１２、およびチューブ
またはカニューレ５１６内に含まれるように構成された円筒状開口部５１８を含む。ピン
３１２は、円筒状開口部５１２に挿入された場合、回転コネクタ内の内視鏡コネクタを安
定させるために使用されてよい。コネクタ３００が回転部５０８に挿入された場合、チュ
ーブ３０８は、カニューレ５１６の端部に挿入され、従って、カニューレ３１６を通して
内視鏡へガス、流体または液体を供給する。回転部５０８は、回転ベース５１９も含んで
よい。
【００３７】
　コネクタ３００がそこへ接続され回転する場合に回転部５０８は回転するが、コネクタ
５００の他の部分は、固定され、回転しない。
【００３８】
　１つの固定部は、コンソール１１６に回転コネクタ５００を接続または取り付ける、ベ
ース５０２であり、別の固定部は、回転コネクタ５００の少なくとも側面を実質的に覆う
筐体３０４である。回転部５０８内に配置されたカニューレ５１６は、連続し、またはベ
ース５０２を貫通し、空気、他の流体または液体、吸引、光などのコンソール１１６から
の供給品を受け容れるチューブ５３２に近接している。
【００３９】
　また、固定部は、ベース５０２に接続された円盤５２４を含んでよい。円盤５２４は、
その中に凹部５２８を有してよい。ガス、流体または液体がコンソール１１６からチュー
ブ５３２を通りカニューレ５１６に流れる場合、オーバーフローは、凹部５２８にたまる
。また、円盤５２４は、ガス、流体または液体が周囲に拡散しないように、円盤５２４回
転ベース５１９との間の隙間を密閉するために、密閉部材またはガスケットを含んでよい
周辺凹部５３０を有してよい。
【００４０】
　従って、回転部５０８がコネクタ３００と一緒に回転する場合、カニューレ５１６は、
チューブ５３２と同調しないが、流体またはガスは、凹部５２８に集まり、チューブカニ
ューレ、チューブ３０８を内視鏡へ連続して流れる。
【００４１】
　ベース５１９および円盤５２４は、カバー５２０を使用して一緒に保持されてよい。カ
バー５２０は、周囲の所定の部分、例えば周囲の９００に沿って伸びる凹部５３６を含ん
でよい。回転ベース５１９は、ノブまたは、コネクタ３００と同様に、回転部５０８の回
転が凹部５３６内の突出部５４０の動きに制限されるように、凹部５３６内に配置された
別の突出部５４０を備える。
【００４２】
　ベース５０２、筐体５０４、回転部５０８、カバー５２０および円盤５２４の周囲が固
定部に対して簡易に回転する回転部５０８を提供するために、実質的に円形に形成されて
もよいことが理解されるであろう。
【００４３】
　回転部５０８およびコネクタ３００が安全なロックと簡易な解放を提供するなどの付随
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する構造を有して構成されることが、当業者に理解されるであろう。
【００４４】
　図６を参照すると、内視鏡コンソールの回転コネクタの断面図の別の視点を示す。
【００４５】
　内視鏡コネクタ５００は、コネクタ３００が内視鏡に接続される場合に、コネクタ３０
０から突出するチューブ３０８がカニューレ５１６に挿入され、ピン３１２が凹部５１２
に挿入されるように、コネクタ３００を受け容れるように構成された回転部５０８を含む
。
【００４６】
　内視鏡コネクタ５００は、回転コネクタ５００をコンソール１１６、回転コネクタ５０
０の少なくとも側面を実質的に覆う筐体３０４、およびカバー５２０に接続または取り付
ける、固定ベース５０２をさらに含む。カバー５２０は、回転ベース５１９のノブ５４０
が動く、凹部５３６を含む。
【００４７】
　図７を参照すると、内視鏡に対する回転コネクタの別の実施形態を示す。
【００４８】
　図７は、内視鏡コネクタ３００およびコンソール１１６を示す。コネクタ７００は、当
該分野で既知のように、コネクタ３００の一方、および接続部を有するコンソール１１６
の他方で接続するように設計される。
【００４９】
　コネクタ７００は、少なくとも２つのグループ、すなわち、コネクタ３００に接続する
第１の部品群と、コネクタ１１８を通ってコンソール１１６に接続する第２の部品群とを
内部に含んでよく、第１の部品群が互いに回転せず、第２の部品群もまた互いに回転しな
いが、第１群は、第２群に相対的に回転する。コネクタ７００は、コンソール１１６に接
続する部品が、例えば、固定ベース５０２、筐体３０４およびカバー５２０などのコネク
タ５００の固定部と同様に設計され得る。コネクタ３００に接続可能な部品は、コネクタ
５００およびそれと回転する追加の部分と同様に設計されてよい。
【００５０】
　この実施形態は、内視鏡またはコンソールに変更が必要ないように、回転コネクタへ任
意の内視鏡の即時適用を可能にする。
【００５１】
　開示されたコネクタは、より容易に保守および使用の改良をするために提供される、ガ
ス、流体または液体を連続で供給しつつ、それらを妨げうる、チューブまたは他の部分を
ねじることなく、内視鏡が回転した場合の、内視鏡の近位シャフトのねじれおよび屈曲を
取り除くために提供する。
【００５２】
　開示されたコネクタは、任意の既存の内視鏡およびコンソールにおけるねじれを取り除
くために使用され得る。内視鏡の近位シャフトに接続するコネクタを提供し、内視鏡へ回
転コネクタ５００を提供することによって、任意の既存の内視鏡は、必要な供給品を提供
するコンソールへ接続され得る。
【００５３】
　いくつかの例示的な実施形態において、円筒状開口部５１８がチューブ５３２に連続で
あるように回転コネクタ５００を設計することによって、電線または光ファイバーは、チ
ューブ５３２および円筒状開口部５１８を通過し、コネクタ３００を通過する線またはフ
ァイバーへ付随する回転プラグを使用して接続してよい。従って、信号は、近位シャフト
または任意のケーブルをねじれさせ、それらを害することなく、内視鏡コンソールから内
視鏡に伝達されうる。
【００５４】
　内視鏡のハンドル１０４が内視鏡コネクタ３００および回転コネクタ５００などのコネ
クタの対の事例の付随する番号を使用してコンソール１１６などの２つ以上のコンソール
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に接続され得る。従って、内視鏡は、ガス、流体、液体、吸引などを供給する第１コンソ
ール、電源および光ファイバーを供給する第２コンソール、などに接続され得る。開示さ
れたコネクタを使用することは、内視鏡をコンソールのそれぞれに接続するねじれのない
近位シャフトおよびケーブルを提供する。
【００５５】
　また、開示されたコネクタが例示的のみであり、様々な改良および代替の実施形態が内
視鏡の近位シャフトの、ねじれがないように、および内視鏡に供給される流れを中断する
ことなく回転することが可能なように設計し得ることが、理解されるであろう。
【００５６】
　複数の例示的実施形態および構成について上述してきたが、当業者であれば、特定の改
変、置換、追加および小結合が可能であることを認識する。よって、以下の添付の特許請
求の範囲は、このような改変、置換、追加およびサブコンビネーションを、真の趣旨およ
び範囲内のものとして全て含むものとして解釈されるべきことが意図される。
【００５７】
　本出願の記載および特許請求の範囲において、「含む」および「有する」に類する用語
はそれぞれ、当該用語が関連付けられた部材に必ずしも限定されない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月7日(2013.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
【図１】内視鏡検査システムの半模式図である。
【図２】ねじれた近位シャフトを有する内視鏡検査の半透視図である。
【図３】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、回転コネクタを介してコンソー
ルへ接続された内視鏡の近位シャフトの斜視図である。
【図４Ａ】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、様々な角度で回転され、回転
コネクタを介してコンソールへ接続された内視鏡の近位シャフトの斜視図である。
【図４Ｂ】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、様々な角度で回転され、回転
コネクタを介してコンソールへ接続された内視鏡の近位シャフトの斜視図である。
【図４Ｃ】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、様々な角度で回転され、回転
コネクタを介してコンソールへ接続された内視鏡の近位シャフトの斜視図である。
【図５】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従った、内視鏡のコンソールの回転コネ
クタの断面斜視図である。
【図６】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、内視鏡のコンソールの回転コネ
クタに接続された内視鏡のコネクタの断面斜視図である。
【図７】本開示のいくつかの例示的な実施形態に従って、内視鏡用の回転コネクタの斜視
図である。
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摘要(译)

要解决的问题：为内窥镜提供可旋转的连接器，能够容易地操作并且安
全地保护诸如容易受内窥镜影响的光纤电气系统的部件。注意：可旋转
连接器300形成在控制台内部可旋转连接器300包括：固定部分304，设
置在控制台116中，用于将可旋转连接器300连接到控制台116; 116用于
将内窥镜连接到控制台116。旋转部件附接到一个固定部件304，可相对
于固定部件304旋转，并且构造成接收连接器300.可旋转连接器300使得
内窥镜能够旋转，同时消除将内窥镜连接到控制台的近侧轴114的扭
转。 116。
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